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新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、鹿児島県が令和３年８月 20 日から令和３

年９月 30 日まで及び令和４年１月 27 日から令和４年３月６日まで、本市内飲食店を対象に

営業時間の短縮等を要請したことに伴い、利用者の減少など大きな影響を受けた市内のタク

シー事業者及び運転代行事業者の経営を支援するため支援金を交付します。 

 

 

⑴ タクシー事業者 １台当たり ２４３，０００円 

⑵ 運転代行事業者 １台当たり ４０５，０００円 

※ 支援金上限額 １事業者あたり ６，０７５，０００円 

 

 

⑴ 国土交通大臣の許可又は鹿児島県公安委員会の認定を受けている事業者であること。 

⑵ 令和３年８月 20日から令和４年３月６日までの期間に継続して、一般乗用旅客自動車

運送事業又は自動車運転代行業を営む営業所を本市の区域内に有し、引き続き本市の区

域内で事業を継続する意思があること。 

⑶ ⑵に掲げる営業所に属し、かつ、当該営業所を本拠地としているタクシー事業用自動

車（福祉タクシー等特殊車両を除く。）又は運転代行随伴用自動車を所有していること。 

⑷ 申請者が暴力団員等に関与していないこと。 

 

 

令和４年８月３１日（水）まで 

原則郵送（当日消印有効）ですが、下記提出先へお持ちいただいても構いません。 

【提出先】 〒８９５－２５１１ 伊佐市大口里２８４５番地２ 

大口ふれあいセンター２階 伊佐市 地域振興課 地域資源活用係 宛 

 

 

⑴ 申請書類チェックリスト 

⑵ 申請書兼誓約書（様式第１号） 

⑶ 車両数内訳書（様式第２号）※本市の区域内の営業所に使用の本拠の位置がある車両 

⑷ 請求書（様式第４号） 

⑸ 振込先の通帳の写し（下記①〜④が確認できるもの） 

（①口座名義人・②金融機関・支店・③口座種別・④口座番号） 

⑹ 下記の区分に応じて、以下の書類を添付 

● タクシー事業者 

① 許可書（一般乗用旅客自動車運送事業）（写） 

② 営業車両車検証（写） 

● 運転代行事業者 

① 認定証（自動車運転代行業）（写） 

② 随伴用自動車保険証書（写）（※車両ナンバーがわかるもの） 

③ 随伴用自動車の写真（※認定番号と車両ナンバーが１枚に写っているもの） 

● 法   人：直近の確定申告書、法人事業概況説明書の控えの写し 

● 個人事業者：直近の確定申告書、青色申告決算書、白色申告収支内訳書 

又は、直近の市民税・県民税申告書の控えの写し 

 

 

伊佐市役所 地域振興課 地域資源活用係 ＴＥＬ（０９９５）－２９－４１１３ 

伊佐市タクシー事業者及び運転代行事業者緊急支援金 

（令和３年度営業時間短縮期間分） 
伊佐市 

支援金の額  ※１事業者につき１回限り 

申請要件  ※全てを満たすこと 

申請期限と申請方法 

申請書類 

問合せ先 


